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長野県教育委員会 

１ 経過 

長野県教育委員会では、平成 25年 7月から「信州教育の信頼回復に向けた行動計画」に基づ

き、非違行為防止に向け様々な取組を進めてきた。 

その結果、非違行為による懲戒処分件数は減少してきており、一定の成果がみられた。 

しかしながら、平成 28年度に教職員によるわいせつな行為事案が複数発生し、児童・生徒や

保護者をはじめとする県民の学校教育に対する信頼が大きく揺らいでいる。 

このため、わいせつな行為根絶に向けてさらに踏み込んだ対策を検討することとした。 

  ※「わいせつな行為」とは、県教育委員会の「懲戒処分等の指針」に規定されている同行為 

（１）検討方法 

局内に対策チームを設置し、以下の内容を実施した。 

①専門家の助言を受けながら、わいせつな行為をした者からその内容や心境を聴取し、 

過去の事案も含めその背景や要因等をより深く把握・分析する。 

②聴取内容に基づき、専門家の意見を踏まえ、対策チームにおいて防止対策を検討する。 

（２）検討状況 

 ①対策チームによる会議 10回 

  ②コンプライアンスアドバイザー等への相談、意見聴取 ６回 

（法律や規定関係、臨床心理関係） 

２ 検討結果 

（１）背景・要因 

   専門家の意見を踏まえて、分析・検討し、わいせつな行為の背景・要因を整理した。 

   規範意識が欠如していることに加えて、下記の点が背景・要因として考えられる。 

①自己を認識することや他者を理解する力が欠如している 

わいせつな行為を行った者は、研修を他人事と捉えていたり、都合の悪いことから逃げ

たり、心の弱い部分を直視できない傾向がある。また、状況を客観的に見ることや被害者

の気持ちを推し量ることができない状況が見受けられる。これらのことから、自己を認識

することや他者を理解する力が欠けていることがうかがえる。 

②自分の心を開けるような人間関係が築けていない 

わいせつな行為を行った者は、本音を言える場や、本音を言える相手がいなかったので

はないか、また、学校や社会で人とのつながりが希薄だったのではないかと考えられる。

自分をさらけ出すことが不得手で、心を開いた人間関係が築けていない。 

③心理や行動に病的傾向がうかがえる 

盗撮などのわいせつな行為が繰り返されており、依存症とも考えられるケースもある。 

④学生から社会人への切り替えがうまくできていない 

わいせつな行為を行った者は、教職員の社会的立場が学生とは異なることへの認識が希

薄なままである。 

（２）特別対策 

   上記（１）のとおり整理、分析した結果を踏まえ、別紙のとおり特別対策を策定した。 

なお、これら対策は、効果的な取組となるよう実施状況を確認しながら、随時追加・見直

しを行い継続的に実施していく。 



 




